
手続きの概要
債権譲渡人
（建設業者）

債権譲受人
（本制度の融資事業者）
（保証事業会社）

京田辺市

債権譲渡承諾書（又は債権者不承諾書）の発行
・１部原本発行（京田辺市にて写しを１部保管。）

債権譲渡承諾書（又は債権者不承諾書）の受理
写しを債権譲受人へ送付。原本は債権譲渡人が保管。

債権譲渡承諾書（又は債権者不承諾書）の受理

債権譲渡通知書の受理

出来高確認依頼協力書の作成及び申請

※融資実行時に確認が必要な場合のみ

出来高の確認
口頭での承認、立入に必要な調整

※工程に支承のない範囲での工事現場への立入りに限

工事請負代金請求書の作成及び申請 工事請負代金請求書の受理

残金の受理
工事代金の受理

融資額の精算、残金返還
工事代金の支払い

※赤字書類につきましては、本市ＨＰよりダウンロードの上、作成して下さい。その他書類につきましては、任意様式若しくは他機関の指定様式で作成して下さい。
※債権譲渡後に変更契約が生じた場合は、変更契約書の写しを債権譲受人に提出して下さい。

債権譲渡

融資

精算

融資にかかる手続き
※詳細は債権譲受人にご確認下さい。

（融資にかかる注意点）
・債権譲受人は建設業者に対して出来高の範囲内で融資する
・未完成部分については、金融機関が保証事業会社の保証により建設業者に融資する。
（出来高を超えた範囲での融資が可能となりますが、工事請負代金全額を融資するものではありません。）

融資実行
※詳細は債権譲受人にご確認下さい。

工事完成及び検査後

工事請負代金債権の譲渡

出来高確認依頼協力書の受理

債権譲渡承諾依頼にかかる書類の作成及び申請

（提出書類）

債権譲渡にかかる手続き
※詳細は債権譲受人にご確認下さい。

債権譲渡通知書の作成及び申請

・債権譲渡承諾依頼書　１部
・債権譲渡契約証書の写し　１部（債権譲渡先で定める様式）
・債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書（発行日より３ヶ月以内）
・工事履行報告書　１部
・出来高の記載された工程表　１部

書類の受理


